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新庄市農業委員会

　１１月５日、令和７年度山形県農業委員会大会がやま
ぎん県民ホールで行われ、当委員会から１４名が参加し
ました。大会では、最近の農業情勢のほか、地域計画
のブラッシュアップに向けた農業委員会活動について
講演がありました。また、飯豊町で活躍する一般社団
法人ふぁーむなかつがわの取組みについて活動事例報
告があり､貴重なお話を聞くことができました。
　大会宣言では、地域計画の実現とブラッシュアップ
の取組強化、農業の担い手の確保・育成等が宣言され
ました。
　最後に、一般社団法人山形県農業会議の副会長であ
る、本市の浅沼玲子会長の発声でガンバロウ三唱を行
い、参加者全員の意思統一を図りました。
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　昨
年
を
振
り
返
り

ま
す
と
、
コ
メ
価
格

の
高
騰
が
発
端
と
な

り
、
議
論
が
交
わ
さ

れ
た
い
わ
ゆ
る
「
令

和
の
米
騒
動
」
や
、
熊
の
出
現
が
人
の
生

活
圏
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
脅
威
な

ど
が
全
国
的
な
課
題
と
な
り
ま
し
た
。
一

方
、
政
治
の
世
界
で
は
新
た
な
政
権
が
発

足
し
、
農
業
分
野
に
お
い
て
も
新
た
に
こ

れ
ら
の
課
題
解
決
に
向
け
た
施
策
が
進
め

ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　現
状
、
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
後
継

者
の
不
在
等
に
起
因
す
る
農
業
者
の
減
少

傾
向
で
あ
り
ま
す
。
今
後
さ
ら
に
使
わ
れ

な
い
農
地
が
増
え
て
い
く
恐
れ
が
あ
る
中
、

農
業
委
員
会
と
し
て
「
今
、
耕
さ
れ
て
い

る
農
地
を
、
耕
せ
る
う
ち
に
、
耕
せ
る
人

へ
、
次
の
農
業
者
へ
バ
ト
ン
を
つ
な
ぐ
」

と
い
う
取
り
組
み
で
あ
る
、
農
地
等
の
利

用
の
最
適
化
の
推
進
が
何
よ
り
も
必
要
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
理
解
を
深
め
活
動
の

充
実
に
つ
な
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
課
題
解
決
に
向
け
て
、
農
業
経
営

基
盤
強
化
促
進
法
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
、

地
域
計
画
の
策
定
へ
の
関
わ
り
や
、
農
業

委
員
会
法
で
必
須
業
務
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
た
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進

（
農
業
経
営
の
規
模
拡
大
や
耕
作
の
事
業

に
供
さ
れ
る
農
地
等
の
集
団
化
、
遊
休
農

地
の
発
生
防
止
及
び
解
消
、
新
た
に
農
業

経
営
を
営
も
う
と
す
る
者
の
参
入
の
推

進
）
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
農
地
等
の
利

用
の
効
率
化
や
高
度
化
を
図
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

　私
た
ち
は
、
農
業
者
の
代
表
機
関
と
し

て
透
明
性
を
確
保
し
、
公
平
・
公
正
に
法

令
事
務
の
執
行
に
努
め
る
と
と
も
に
、

日
々
の
活
動
を
通
し

て
、
持
続
可
能
な
農

業
の
実
現
に
寄
与
し

て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

新
庄
市
農
業
委
員
会

　会
長

　浅

　沼

　玲

　子
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稲
舟
班
）

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本年もどうぞよろしくお願いいたします
浅

　沼

　玲

　子

笹

　
　
　行

　也

松

　田

　浩

　一

早

　坂

　浩

　樹

指

　村

　貞

　芳

森

　
　
　良

　一

下

　山

　秀

　一

奥

　山

　
　
　久

中

　鉢

　
　
　浩

五
十
嵐

　成

　生

田

　宮

　成

　彦

齋

　藤

　謙

　二

星

　川

　吉

　和

伊

　藤

　和

　彦

三

　原

　幸

　一

星

　川

　秀

　男

星

　川

　
　
　豊

佐

　藤

　喜
代
志

髙

　山

　光

　弥

今

　田

　供

　明

村

　形

　了

　一

三

　原

　康

　志

海

　藤

　芳

　正

笹

　
　
　寿

　明

松

　浦

　洋

　一

伊

　藤

　正

　美

清

　水

　哲

　夫

令和7年度新庄市農業委員会の活動

　農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
従
来
の
「
人
・
農

地
プ
ラ
ン
」
が
「
地
域
計
画
」
と
し
て
法
定
化

さ
れ
ま
し
た
。
新
庄
市
で
は
、
令
和
６
年
度
に

各
地
区
で
話
し
合
い
を
行
い
、
４０
地
区
で
地
域

計
画
を
策
定
、
目
標
地
図
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

　地
域
計
画
策
定
の
目
的
は
、
地
域
ご
と
に
農

業
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
す
。
農
業

者
が
減
少
・
高
齢
化
す
る
な
か
で
、
１０
年
後
の

農
地
利
用
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
将
来
に
わ
た

る
適
正
な
農
地
利
用
の
確
保
、
農
地
の
集
約
化

を
推
進
し
、
生
産
性
の
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

　目
標
地
図
は
作
成
し
て
終
わ
り
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
今
後
も
地
域
農
業
の
将
来
の
在
り
方
、

そ
れ
に
向
け
た
農
地
の
利
用
目
標
に
つ
い
て
話

し
合
い
を
継
続
的
に
行
い
、
見
直
し
や
磨
き
を

か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
目
標
の
実
現
に
向

け
て
皆
さ
ん
で
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　

  

　（
八
向
地
区

　松
田

　浩
一
）

　令
和
７
年
度
の
最
上
地
区
農
業
委
員
会
合
同

研
修
会
が
８
月
１
日
、
東
北
農
林
専
門
職
大
学

大
講
義
室
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
研
修
会
で
は
、

「
人
口
減
少
社
会
に
お
け
る
農
業
」
、「
活
動
記

録
簿
の
記
載
と
活
用
方
法
に
つ
い
て
」
を
テ
ー

マ
に
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　研
修
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
地
域
計
画
の
実

現
に
向
け
て
我
々
農
業
委
員
が
果
た
す
べ
き
役

割
を
再
確
認
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
、

他
地
域
の
実
例
も
紹
介
さ
れ
、
進
め
方
や
問
題

点
も
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

　活
動
記
録
簿
の
作
成
は
日
常
的
な
業
務
で
す

が
、
し
っ
か
り
記
録
し
て
お
く
こ
と
で
最
適
化

活
動
に
活
き
る
こ
と
は
多
い
の
だ
と
い
う
こ
と

に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　

 

（
新
庄
地
区

　三
原

　幸
一
）

農業委員会の主な仕事
①優良農地の確保と有効

　利用のために、遊休農

　地所有者に対する意向

　の確認や農地台帳によ

　る情報管理。

②担い手への農地利用

　の集積・集約化のた

　め、農地の利用調整

　やあっせん

③農地等の利用最適化

　のため関係行政機関

　への意見の提出

④農業者年金の

　加入推進

《
農
業
委
員
》

《
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
》

　農
業
委
員
会
で
は
、
７
月
２３
日
か
ら
１
か
月

間
に
わ
た
り「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
」を
実
施
し
ま

し
た
。

　農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
と
は
、
管
内
の
農
地
が
適

切
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に

行
う
調
査
の
こ
と
で
す
。
主
な
目
的
は
、
地
域

に
お
け
る
農
地
利
用
の
状
況
把
握
、
遊
休
農
地

の
発
生
防
止
と
解
消
、
そ
し
て
違
反
転
用
の
防

止
で
す
。

　巡
回
の
結
果
、
原
野
化
、
山
林
化
が
進
ん
で

い
る
農
地
も
多
く
見
ら
れ
、
復
旧
が
困
難
な
箇

所
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
農
地
が
荒

れ
て
し
ま
う
と
、
鳥
獣
害
や
不
法
投
棄
の
原
因

と
な
り
、
周
辺

地
域
に
も
悪
影

響
を
及
ぼ
す
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

　農
地
は
農
業

に
お
け
る
重
要

な
生
産
基
盤
で

す
。
引
き
続
き
、

農
地
の
適
正
な

管
理
に
ご
協
力

お
願
い
し
ま
す
。

（
萩
野
地
区

　

奥
山

　久
）

合
同
研
修
会
に
つ
い
て

地
域
計
画
を

　
　  策
定
し
て
み
て

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
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録
簿
の
作
成
は
日
常
的
な
業
務
で
す

が
、
し
っ
か
り
記
録
し
て
お
く
こ
と
で
最
適
化

活
動
に
活
き
る
こ
と
は
多
い
の
だ
と
い
う
こ
と

に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　

 

（
新
庄
地
区

　三
原

　幸
一
）

農業委員会の主な仕事
①優良農地の確保と有効

　利用のために、遊休農

　地所有者に対する意向

　の確認や農地台帳によ

　る情報管理。

②担い手への農地利用

　の集積・集約化のた

　め、農地の利用調整

　やあっせん

③農地等の利用最適化

　のため関係行政機関

　への意見の提出

④農業者年金の

　加入推進

《
農
業
委
員
》

《
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
》

　農
業
委
員
会
で
は
、
７
月
２３
日
か
ら
１
か
月

間
に
わ
た
り「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
」を
実
施
し
ま

し
た
。

　農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
と
は
、
管
内
の
農
地
が
適

切
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に

行
う
調
査
の
こ
と
で
す
。
主
な
目
的
は
、
地
域

に
お
け
る
農
地
利
用
の
状
況
把
握
、
遊
休
農
地

の
発
生
防
止
と
解
消
、
そ
し
て
違
反
転
用
の
防

止
で
す
。

　巡
回
の
結
果
、
原
野
化
、
山
林
化
が
進
ん
で

い
る
農
地
も
多
く
見
ら
れ
、
復
旧
が
困
難
な
箇

所
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
農
地
が
荒

れ
て
し
ま
う
と
、
鳥
獣
害
や
不
法
投
棄
の
原
因

と
な
り
、
周
辺

地
域
に
も
悪
影

響
を
及
ぼ
す
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

　農
地
は
農
業

に
お
け
る
重
要

な
生
産
基
盤
で

す
。
引
き
続
き
、

農
地
の
適
正
な

管
理
に
ご
協
力

お
願
い
し
ま
す
。

（
萩
野
地
区

　

奥
山

　久
）

合
同
研
修
会
に
つ
い
て

地
域
計
画
を

　
　  策
定
し
て
み
て

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
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女
性
農
業
委
員
の
合
同
研
修
会

女
性
農
業
委
員
の
合
同
研
修
会

農業委員会の体制が変わります！

農業委員の推薦・募集を行います！

家族経営協定を結んでみませんか

地 域 農 業 を 守 ろ う地 域 農 業 を 守 ろ う
農地を次世代に引き継ぐための地域計画に取り組みましょう！農地を次世代に引き継ぐための地域計画に取り組みましょう！

課題解決のために一緒に取り組みませんか。

みなさんの地域でも話し合ってみませんか。

作成主体 市町村
対象範囲 集落単位
法　　令 農業経営基盤強化促進法第18条～

市町村では、関係機関（農業委員会、農地バンク、JA、土地改良区など）と一体となって
地域計画の策定 に取り組んでいます。ぜひご協力をお願いします。

地域計画とは
業者や地域のみなさんの話合いで作る、将来の
農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図です。

詳しくは
農林水産省の
HPをご覧
ください。

　最
上
地
方
農
業
委
員
会
協
議
会
で
は
７

月
４
日
、
女
性
の
農
業
委
員
及
び
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員
を
対
象
と
し
た
合
同

研
修
会
を
東
北
農
林
専
門
職
大
学
を
メ
イ

ン
会
場
に
開
催
し
ま
し
た
。

　当
日
は
１４
名
が
参
加
し
、
午
前
の
部
の

研
修
で
は
、
農
林
業
経
営
学
部
の
是
川
邦

子
教
授
を
講
師
に
「
家
族
経
営
協
定
」
を

テ
ー
マ
に
座
学
を
実
施
し
ま
し
た
。
本
来

的
に
は
経
営
主
の
ほ
か
、
配
偶
者
や
後
継

者
も
主
体
的
に
農
業
経
営
に
参
画
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
の
協

定
で
す
が
、
現
在
は
認
定
農
業
者
制
度
や

農
業
者
年
金
制
度
上
の
メ
リ
ッ
ト
を
受
け

る
た
め
に
締
結
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
実
態

な
ど
を
学
び
ま
し
た
。

　午
後
の
部
は
校
外
活
動
と
し
て
、
女
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　の
農
業
者
が
活
躍

　
　
　
　
　
　
　
　
　す
る
２
事
業
所
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　視
察
研
修
を
行
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　ま
し
た
。
１
か
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　目
は
鮭
川
村
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　る
有
限
会
社
熊
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　伊
兵
治
ナ
メ
コ
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　産
所
。
こ
こ
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　思
い
が
け
ず
ナ
メ

コ
の
収
穫
体
験
を

さ
せ
て
も
ら
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は

「
初
め
て
ナ
メ
コ

を
収
穫
し
た
。
ハ

サ
ミ
で
切
る
感
覚

が
面
白
い
」
な
ど

と
い
う
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。

　２
か
所
目
は
新
庄
市
に
あ
る
有
限
会
社

ク
リ
タ
園
芸
。
同
社
で
は
、
サ
ン
パ
チ
ェ

ン
ス
を
ハ
ウ
ス
栽
培
し
展
示
販
売
も
行
っ

て
い
ま
す
。
店
頭
に
あ
る
身
長
よ
り
も
大

き
く
鮮
や
か
な
サ
ン
パ
チ
ェ
ン
ス
の
美
し

さ
に
皆
が
驚
嘆
し
て
い
ま
し
た
。

　全
体
を
通
じ
て
「
初
め
て
知
っ
た
」

「
初
め
て
の
体
験
」
と
い
っ
た
声
が
出
る

な
ど
、
新
た
な
発
見
の
多
い
研
修
で
し
た
。

ま
た
、
参
加
者
同
志
の
交
流
も
大
い
に
図

ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
様
な
研
修
会
は
初
の

試
み
で
し
た
が
、
最
上
地
区
の
８
市
町
村

農
業
委
員
会
で
は
今
後
も
女
性
農
業
者
の

活
躍
推
進
に
向
け
た
女
性
委
員
の
た
め
の

研
修
事
業
を
継
続
実
施
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　（
会
長

　浅
沼

　玲
子
）

高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し続けると、地域の農地が守れなくなってしまう
かもしれません。これまで地域のみなさんが守り、おいしい作物を作ってきた農地を、子や孫の世代に引き
継いでいくためには、地域の皆さんで地域農業の将来を話し合う今が大事な時です。この地域での取組を後
押しするため、令和５年４月１日に法律（農業経営基盤強化促進法）が施行されました。

このままでは地域の農地を維持できない！

出し手

後継者がいないし
機械が壊れる
までかな。 農地を貸したい

けど誰が借りて
くれる？

農地を貸して
いるけど
いつまで耕作
してくれるかな？

農地が
バラバラにあって
移動が大変だ。

農地を
借りたいけど
誰の農地で
誰が相続
してる？

荒れた農地から
悪影響があると不安。

これ以上農地を
引き受けきれないな。受け手

　家族経営協定とは、農業経営の方針や家族一人ひとりの役割、働きや
すい環境づくりなどについて、家族みんなが話し合いで取り決めるもの
です。家族の力を最大限に発揮することが、経営力の向上に繋がります。
協定の締結には、こんなメリットがあります

●認定農業者の「夫婦共同申請」や「親子共同申請」を行うことができるようになります。
●配偶者や後継者が農業者年金の国庫助成（保険料の政策支援）を受けられるようになります。
●農業近代化資金や経営体育成強化資金等の融資を配偶者や後継者が自分名義で受けられるよう
      になります。

募集期間 令和８年２月２日（月）～令和８年２月２７日（金）必着

任　　期 ３年（令和８年７月２０日～令和１１年７月１９日）

公表について 応募状況の中間経過や募集結果は市のホームページで公表します。

主な業務 総会に出席し、農地の貸借・売買・転用許可について審議・判断を行
うほかに必要に応じて現地調査を実施します。
また、担当地区で農地等の利用の最適化のため担い手への農地集積・集
約のための調査や、遊休農地の発生防止と解消などの活動も行います。

農業委員とは 募集人数　２１名

要　　件 農業に関する熱意と識見を有し、農業委員会の掌握事務を適切に行う
ことができ、担い手への農地利用集積、遊休農地の発生防止、新規参
入の促進などについて適正な業務ができる者。

応募の方法 「農業団体や地域の農業者からの推薦」と「自ら応募」があります。
※推薦の場合は、推薦書が必要です。
新庄市農業委員会へ所定の書類を提出してください。用紙は新庄市農
業委員会で配布します。市のホームページからダウンロードすること
もできます。

　平成２８年４月の改正農業委員会法施行に伴い、全国規模で農地利用の最適化のため農地

利用最適化推進委員（以下推進委員）が設置されました。その後、新庄市においても農業委

員と推進委員が共同して最適化活動を行ってまいりました。現在は推進委員の非設置要件で

ある「遊休農地の割合１％以下」かつ「集積率７０％以上」を満たす状態になっています。

農業委員は推進委員同様に最適化活動を行っていることから、体制を見直し、推進委員８名

の委嘱を行わずに農業委員の定数を２名増やすことになりました。
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課題解決のために一緒に取り組みませんか。

みなさんの地域でも話し合ってみませんか。

作成主体 市町村
対象範囲 集落単位
法　　令 農業経営基盤強化促進法第18条～

市町村では、関係機関（農業委員会、農地バンク、JA、土地改良区など）と一体となって
地域計画の策定 に取り組んでいます。ぜひご協力をお願いします。

地域計画とは
業者や地域のみなさんの話合いで作る、将来の
農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図です。

詳しくは
農林水産省の
HPをご覧
ください。
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上
地
方
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業
委
員
会
協
議
会
で
は
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及
び
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
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を
対
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と
し
た
合
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研
修
会
を
東
北
農
林
専
門
職
大
学
を
メ
イ

ン
会
場
に
開
催
し
ま
し
た
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日
は
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名
が
参
加
し
、
午
前
の
部
の

研
修
で
は
、
農
林
業
経
営
学
部
の
是
川
邦
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教
授
を
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に
「
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族
経
営
協
定
」
を
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マ
に
座
学
を
実
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し
ま
し
た
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本
来
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に
は
経
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ほ
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、
配
偶
者
や
後
継
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も
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的
に
農
業
経
営
に
参
画
し
て
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と
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う
こ
と
を
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確
に
す
る
た
め
の
協

定
で
す
が
、
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農
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制
度
や

農
業
者
年
金
制
度
上
の
メ
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ト
を
受
け

る
た
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に
締
結
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
実
態
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ど
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ま
し
た
。
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後
の
部
は
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外
活
動
と
し
て
、
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　の
農
業
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が
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で
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い
が
け
ず
ナ
メ

コ
の
収
穫
体
験
を

さ
せ
て
も
ら
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は

「
初
め
て
ナ
メ
コ

を
収
穫
し
た
。
ハ

サ
ミ
で
切
る
感
覚

が
面
白
い
」
な
ど

と
い
う
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。

　２
か
所
目
は
新
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市
に
あ
る
有
限
会
社

ク
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園
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。
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で
は
、
サ
ン
パ
チ
ェ

ン
ス
を
ハ
ウ
ス
栽
培
し
展
示
販
売
も
行
っ

て
い
ま
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に
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よ
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の
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。
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「
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」

「
初
め
て
の
体
験
」
と
い
っ
た
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が
出
る

な
ど
、
新
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な
発
見
の
多
い
研
修
で
し
た
。

ま
た
、
参
加
者
同
志
の
交
流
も
大
い
に
図
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れ
ま
し
た
。
こ
の
様
な
研
修
会
は
初
の
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み
で
し
た
が
、
最
上
地
区
の
８
市
町
村

農
業
委
員
会
で
は
今
後
も
女
性
農
業
者
の

活
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推
進
に
向
け
た
女
性
委
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の
た
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の

研
修
事
業
を
継
続
実
施
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　（
会
長

　浅
沼

　玲
子
）

高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し続けると、地域の農地が守れなくなってしまう
かもしれません。これまで地域のみなさんが守り、おいしい作物を作ってきた農地を、子や孫の世代に引き
継いでいくためには、地域の皆さんで地域農業の将来を話し合う今が大事な時です。この地域での取組を後
押しするため、令和５年４月１日に法律（農業経営基盤強化促進法）が施行されました。

このままでは地域の農地を維持できない！

出し手

後継者がいないし
機械が壊れる
までかな。 農地を貸したい

けど誰が借りて
くれる？

農地を貸して
いるけど
いつまで耕作
してくれるかな？

農地が
バラバラにあって
移動が大変だ。

農地を
借りたいけど
誰の農地で
誰が相続
してる？

荒れた農地から
悪影響があると不安。

これ以上農地を
引き受けきれないな。受け手

　家族経営協定とは、農業経営の方針や家族一人ひとりの役割、働きや
すい環境づくりなどについて、家族みんなが話し合いで取り決めるもの
です。家族の力を最大限に発揮することが、経営力の向上に繋がります。
協定の締結には、こんなメリットがあります

●認定農業者の「夫婦共同申請」や「親子共同申請」を行うことができるようになります。
●配偶者や後継者が農業者年金の国庫助成（保険料の政策支援）を受けられるようになります。
●農業近代化資金や経営体育成強化資金等の融資を配偶者や後継者が自分名義で受けられるよう
      になります。

募集期間 令和８年２月２日（月）～令和８年２月２７日（金）必着

任　　期 ３年（令和８年７月２０日～令和１１年７月１９日）

公表について 応募状況の中間経過や募集結果は市のホームページで公表します。

主な業務 総会に出席し、農地の貸借・売買・転用許可について審議・判断を行
うほかに必要に応じて現地調査を実施します。
また、担当地区で農地等の利用の最適化のため担い手への農地集積・集
約のための調査や、遊休農地の発生防止と解消などの活動も行います。

農業委員とは 募集人数　２１名

要　　件 農業に関する熱意と識見を有し、農業委員会の掌握事務を適切に行う
ことができ、担い手への農地利用集積、遊休農地の発生防止、新規参
入の促進などについて適正な業務ができる者。

応募の方法 「農業団体や地域の農業者からの推薦」と「自ら応募」があります。
※推薦の場合は、推薦書が必要です。
新庄市農業委員会へ所定の書類を提出してください。用紙は新庄市農
業委員会で配布します。市のホームページからダウンロードすること
もできます。

　平成２８年４月の改正農業委員会法施行に伴い、全国規模で農地利用の最適化のため農地

利用最適化推進委員（以下推進委員）が設置されました。その後、新庄市においても農業委

員と推進委員が共同して最適化活動を行ってまいりました。現在は推進委員の非設置要件で

ある「遊休農地の割合１％以下」かつ「集積率７０％以上」を満たす状態になっています。

農業委員は推進委員同様に最適化活動を行っていることから、体制を見直し、推進委員８名

の委嘱を行わずに農業委員の定数を２名増やすことになりました。
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。
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農業者年金に加入しませんか？
しっかり積み立て、がっちりサポート安心で豊かな老後を

農業者年金に加入できる人は？

①国民年金第１号被保険者
②年間６０日間以上の農業従事者
③年齢が２０歳以上６０歳未満

農業者年金に加入できます！
①～③全て満たす場合は

TEL 03-5919-0371（専門相談員）
TEL 03-5919-0332（企画調整室）

独立行政法人 農業者年金基金

編
集
後
記

農
業
委
員
会
へ
相
続
の

　
　

 

届
出
は
お
済
み
で
す
か

事務局からのお知らせ

詳しくはこちらへ→

農用地利用集積等促進計画

農地法第３条許可による売買・貸借　　 農地中間管理事業による売買・貸借

　農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、令和７年４月１日から「農用地利用集積計画」の新規及び更新

の利用権設定は廃止となりました。今後、利用権設定を行う場合は下記のどちらかの手続きとなります。

詳細は農業委員会事務局までお問い合わせください。

耕作者・所有者の皆様へ制度が変わりました！


